	道水路境界標識復旧届[(兼)道水路境界立会依頼書]
【道水路境界標識　復旧・撤去及び原状回復】

	
	令和　　年　　月　　日

	西　宮　市　長　　様

	
	

	住　所
	

	
	
	名　称
	

	
	
	担当者
	

	
	
	資格名及び番号
	

	
	
	TEL
	

	
	
	E-mail
	

	

	下記のいずれかにチェック（✓）を入れて下さい。
☐ 工事等による境界標識の撤去に伴い、原状回復したく次のとおり届出します。
☐ 境界標識が亡失しているので、復旧したく次のとおり届出します。

	場所
(土地登記簿の地番)
	西宮市

	復旧する
境界標識
（種別と個数）
	（種別：　　　　　　　　　　　　個数：　　　　　　）
（種別：　　　　　　　　　　　　個数：　　　　　　）
{ 例（種別：西宮市金属標識　　　個数：　１枚　）}

	亡失理由
	　☐ 理由が不明
　☐ 理由が明確　{例：西宮太郎邸建築工事による}
（原因：　　　　　　　　　　　　　　　 　　）

	復元根拠
	{例：既明示による（H00-00）、権原道路台帳による}

	測量作業機関
	名称
	

	
	代表者
	

	
	担当者
	

	
	資格名及び番号
	

	
	所在地
	TEL　　　　　　　　　　　　　 E-mail

	添付書類
隣接地は三者以上が接する境界点の場合に必要です。
	1 委任状（土地所有者以外の者が届出する場合）＜任意の書式＞
· 対象地が共有持分の場合代表者1名以上の委任が必要
2 付近見取図
3 法務局備付公図（字限図）＜対象地・隣接地＞
· 転写年月日、転写元、転写者の資格・氏名を記載して下さい。
④全部事項証明書（土地登記簿謄本）＜対象地＞
⑤全部事項証明書または周辺土地調書＜隣接地＞
　※原本でなく写しを提出する場合は、「この写しは原本と相違ない　　ことを証明する。」と記載し、申請者が署名して下さい。
  ⑥地積測量図＜対象地・隣接地＞


	· 裏面の注意事項をお読み下さい。


	※注意事項

	· この届は本市の境界明示等により、境界が確定しており、かつ境界点の位置が明確な場合に境界点に境界標識を復旧・再設置する場合の届です。
· 阪神淡路大震災以前（平成7年1月17日以前）に既明示・地積測量図で境界確定した場合は、有資格者（土地家屋調査士、測量士（補）等）により、標識残存及びその位置・寸法距離（道路幅員・引照点間距離含む）の点検測量を実施してください。
· 以下の場合は「道水路境界明示申請」により境界を確定してください。
· 民民間で境界確定された測点などにより、分筆や地積更正登記等がされ、市が管理する道路台帳や既明示の座標系で境界が確定されていない場合。
· 既明示・地積測量図で座標系により境界確定されているが、現地と整合しないため復元が困難な場合。
· 申請箇所の一部のみが境界確定している場合。

· 隣接地との境界を兼ねる境界標識を復旧・設置する場合は、隣接地所有者の承諾を得る必要があります。承諾書の書式は任意です。隣接地が共有の場合は代表者1名以上の承諾が必要です。
· 測量者又は測量作業機関は測量に関する有資格者となります。（土地家屋調査士、測量士〔補〕等）
· 届出後、準備が整い次第、担当者が土地所有者または測量者にご連絡します。また、西宮市公共基準点のデータを市から貸与出来ますので、担当者へ申し出て下さい。　
（届出前であれば、「公共基準点使用承認申請書」の提出が必要です。）
· 西宮市の境界標識を設置する場合は担当者がプレート等を支給します。市標識の設置の判断につきましては市担当者の指示を受けてください。
· 届出書の取り下げについて
· 取り下げ希望をご連絡下さい。
· 立会後、届出書はご返却出来ませんのでご了承下さい。
· 境界標識復旧後、以下の書類を提出してください。
復旧測量図（座標値必要）　
境界標識の現況写真（境界標識設置後）＜遠景・近景＞
隣接地土地所有者の境界標識設置承諾書の写し（必要な場合）
· お問い合わせ
西宮市　土木調査課　境界明示チーム　TEL（０７９８）３５－３７７６



土地所有者


または


測量者等








